
香芝市告示第６３号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第

１９条第１項の規定により都市計画を変更したので、同法第２１条第２項の規定において

準用する同法第２０条第１項の規定により告示し、同条第２項の規定により当該都市計画

の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

令和６年４月１８日 

 

香芝市長   福岡 憲宏  

 

１  都市計画の種類 

    

   大和都市計画生産緑地地区 

 

２  都市計画を定める土地の区域 

 

     逢坂五丁目２６９番 

   逢坂七丁目１７８番１、１７８番７ 

   狐井８９番１、３３９番１、３４２番１ 

 

３  縦覧場所 

 

   香芝市役所 都市創造部 都市計画課 

 


